
納付書裏面等に記載の場所で納付してください問
市税＝収納課管理係・内線1240、国民健康保険
料＝保険年金課賦課係・内線1416、後期高齢者
医療保険料＝保険年金課賦課係・内線1406、介
護保険料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷市・都民税第2期分▷国民健康保険料第
2期分▷後期高齢者医療保険料第2期分▷
介護保険料第2期分

8月31日金今月の
納期
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受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

緑
地
保
全
や
緑
の
推
進
に
つ
い

て
考
え
る
市
民
委
員
を
募
集

　

緑
地
保
全
や
緑
の
推
進
に
関
す
る

計
画（
緑
の
基
本
計
画
）を
改
定
す
る

緑
化
推
進
協
議
会
委
員
を
募
集
し
ま

す
。

▼
対
象
＝
8
月
1
日
現
在
、
20
歳
以

上
で
、
市
内
に
引
き
続
き
3
か
月
以

上
在
住
し
、
平
日
昼
間
の
会
議（
年

3
回
程
度
を
予
定
）に
参
加
で
き
る

方
▼
任
期
＝
委
嘱
の
日
か
ら
2
年
間

▼
報
酬
＝
1
回
1
万
8
0
0
円
▼
募

集
人
数
＝
3
人
以
内（
選
考
）▼
応
募

方
法
＝
9
月
19
日（
水
）〔
必
着
〕ま
で

に
、
任
意
の
用
紙（
原
稿
用
紙
な
ど
）、

ま
た
は
公
園
緑
地
課
で
配
布
す
る
申

込
書（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
、
住
所
、
氏
名
、

年
齢
、
性
別
、
職
業
、
電
話
番
号
、

「
身
近
な
残
す
べ
き
緑
」
に
つ
い
て

の
意
見（
7
0
0
字
〜
9
0
0
字
）を

書
い
て
、
直
接
、
ま
た
は
郵
送
、
フ

ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
で
公
園
緑
地
課

（
市
役
所
2
階
78
番
窓
口
）内
線
２
２

６
０
Fax（
５
２
１
）３
０
２
０
ekou

enryokuchi@
city.tachikaw

a.lg.
jp

へ市
議
会
定
例
会

９
月
４
日（
火
）か
ら
開
会

　

平
成
30
年
第
3
回
市
議
会
定
例
会

が
9
月
4
日（
火
）〜
10
月
1
日（
月
）

の
会
期
で
開
か
れ
ま
す
。

　

会
議
日
程
は
▼
9
月
4
日（
火
）〜

7
日（
金
）＝
本
会
議（
一
般
質
問
）▼

10
日（
月
）＝
本
会
議（
議
案
審
議
な

ど
）▼
12
日（
水
）〜
14
日（
金
）、
18

日（
火
）＝
決
算
特
別
委
員
会
▼
20
日

（
木
）＝
総
務
委
員
会
▼
21
日（
金
）＝

厚
生
産
業
委
員
会
▼
25
日（
火
）＝
環

境
建
設
委
員
会
▼
26
日（
水
）＝
文
教

委
員
会
▼
28
日（
金
）＝
議
会
運
営
委

員
会
▼
10
月
1
日（
月
）＝
本
会
議

（
議
案
審
議
な
ど
）の
予
定
で
す
。

　

市
議
会
は
ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き

ま
す
。
傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
会

議
当
日
に
直
接
、
市
役
所
3
階
の
▼

本
会
議
＝
議
場
受
付
▼
委
員
会
＝
議

会
事
務
局
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
2

国
民
年
金
保
険
料
の
後
納
制

度
が
終
了
し
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
2
年
を
経
過

す
る
と
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
現
在
、
過
去
5
年
以
内
に

納
め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
付
で
き
る

後
納
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
が
、
こ

の
制
度
は
9
月
末
で
終
了
し
ま
す
。

将
来
の
年
金
額
の
増
額
や
年
金
受
給

権
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
ご
希
望
の
方
は
9
月
28
日（
金
）

ま
で
に
立
川
年
金
事
務
所
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
既
に
老
齢
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
は
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
審
査
の
結
果
制
度
を
利

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
日
本
年
金
機
構
立
川
年
金
事
務
所

☎（
5
2
3
）0
3
5
2
へ

公
開
す
る
会
議
日
程

　

市
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
の
協
働

に
よ
る
市
政
を
推
進
す
る
た
め
、
審

議
会
な
ど
の
会
議
を
公
開
し
て
い

ま
す
。
会
議
の
日
程
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
行
財
政
問
題
審
議
会　

時
9
月
5

日（
水
）午
後
7
時
か
ら
場
女
性
総
合

セ
ン
タ
ー
5
階
第
2
学
習
室
定
5
人

問
行
政
経
営
課
・
内
線
2
7
0
3

●
生
涯
学
習
推
進
審
議
会　

時
9
月

6
日（
木
）午
後
7
時
か
ら
場
女
性
総

合
セ
ン
タ
ー
5
階
第
2
学
習
室
定
5

人
問
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
☎

（
5
2
7
）5
7
5
7

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

時
・
場
▽

9
月
11
日（
火
）午
後
1
時
30
分
か
ら

＝
市
役
所
1
階
101
会
議
室
▽
9
月
27

日（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら
＝
市
役

所
3
階
302
会
議
室
定
各
20
人
問
教
育

総
務
課
庶
務
係
・
内
線
2
4
6
5

●
特
別
職
報
酬
等
審
議
会　

時
9
月

13
日（
木
）・
25
日（
火
）、
午
後
7
時

か
ら
場
市
役
所
2
階
210
会
議
室
定
各

5
人
問
人
事
課
人
事
係
・
内
線
2
5

7
3

●
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会　

時
9
月

18
日（
火
）午
後
7
時
か
ら
場
泉
市
民

体
育
館
研
修
室
定
5
人
問
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
☎（
5
2
9
）8
5
1
5

会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

●食料や水　物流の断絶を考慮し、１週間分を
確保しましょう。

●カセットコンロや電池　ライフライン停止に
備えましょう。

●簡易トイレなど
●常備薬、ベビー用品など
家庭の状況に応じて用意しましょう。

●ペット対策　ペットの飼料・水・ケージ・医
薬品等を備えておきましょう。

高齢者・障害者世帯に
家具転倒防止器具を取り付けます
　家具転倒防止器具を１世帯につき５か所ま

で無料で取り付けます（住民税課税世帯は器

具の代金の１割を負担）。賃貸借住宅など自

己所有以外の住宅は、所有者の承諾が必要で

す。申請方法等くわしくは、市ホームページ

をご覧いただくかお問い合わせください。

▶対象＝▷65歳以上の高齢者のみの世帯▷
身体障害者手帳１級・２級の方、または愛の

手帳１度・２度の方がいる世帯（いずれも平

成21年度以降に市から家具転倒防止器具の

支給を受けている世帯は除く）

問高齢福祉課高齢者事業係・内線1474

　多摩川の洪水についての緊急速報メール

が、市内の携帯電話に配信されます。多摩

川から離れた地域の携帯電話にも配信され

ますが、ご了承ください。

問国土交通省水管理・国土保全局河川計画
課☎03（5253）8446

　市は、次の木造住宅を対象に無料で簡易耐震診

断を実施しています。

●対象住宅　市内の昭和56年５月31日までに建築
工事に着手された木造の民間戸建て住宅、共同住

宅、併用住宅（住宅以外の用途部分の床面積が延

床面積の２分の１未満のもの）

●申込方法　住宅を所有する方が、住宅課で配布
する申込書（市ホームページからダウンロードも

可）と対象住宅の建築時期が分かる書類（建築確認

通知書等）、印鑑を持参して直接、住宅課住宅相
談係（市役所２階53番窓口）内線2562へ

　消防団は、五日市街道を中心に第

一分団～第十分団（計168人）で組織し、

市内全域で災害から皆さんを守るため

に活動しています。募集内容などくわ

しくはお問い合わせください。

問防災課・内線2531

防災掲示板
防
災
は 

日
頃
の
備
え
の 

積
み
重
ね

洪水
災害に備えて蓄えましょう

９月１日は防災の日

市消防団員

緊急速報メールが
配信されます

求む！

●見守りメール　あらかじめ登録
いただいた携帯電話やパソコンに

Eメールで災害時の避難勧告や被

害状況、避難所開設情報などを配

信します。登録方法等くわしくは

市ホームページをご覧ください。

●電話応答サービス　防災行政無
線の音声は、場所や天候により聞

き取りづらいことがあります。そ

のような際は電話応答サービス☎
（523）5931に電話をかけていただ
きますと定時放送以外の放送内容

を聞くことができます。

問▷見守りメール＝生活安全課・内
線2546、防災課・内線2535▷電話
応答サービス＝防災課・内線2535

防災情報収集ツールを
ご利用ください

木造住宅の無料簡易耐震診断を
ご利用ください

問ごみ対策課☎（531）5517

道路（公道）に資源・
ごみを出さないで！


